
平成 25 年 7 月 3 日 

美らネット 24 海外証券先物取引ルール変更について 

安藤証券株式会社 

 
海外証券先物取引ルールを一部変更いたします。 

｢美らネット 24 海外証券先物取引｣ルール新旧対照表 

下線部を追加・変更又は削除します。 
新 旧 

１７ 値幅制限及びサーキットブレーカー制度 

相場の急激な変動からの投資家保護のため、下表のとおり値幅制限及びサーキットブレーカー制

度が設けられています。 

ＳＧＸ Nikkei 225 

先物取引 

（円建て） 

ＣＭＥ Nikkei 225 

先物取引 

（円建て） 

CBOT E-mini DOW(5$) 

先物取引（米ドル建て） 

 （省略）   （省略） 

■ 通常取引時間 

（日本時間 22 時 30 分～翌日午前 6 時 15 分（夏

時間）、又は、 23 時 30 分～翌日午前 7 時 15 分

（冬時間））       

A. 値幅制限 

・値幅上限 なし 

・値幅最大下限 基準値の－ 20％相当値

B. サーキットブレーカー 

（第一次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の－ 7％相

当値を下回った場合は、10 分間の調整時

間を経た上で基準値の－13％相当値が有

１７ 値幅制限及びサーキットブレーカー制度 

相場の急激な変動からの投資家保護のため、下表のとおり値幅制限及びサーキットブレーカー制度

が設けられています。 

ＳＧＸ Nikkei 225 

先物取引 

（円建て） 

ＣＭＥ Nikkei 225 

先物取引 

（円建て） 

CBOT E-mini DOW(5$) 

先物取引（米ドル建て） 

 （省略）   （省略） 

■ 通常取引時間 

（日本時間 22 時 30 分～翌日午前 6 時 15 分（夏時

間）、又は、 23 時 30 分～翌日午前 7 時 15 分（冬

時間））            

A. 値幅制限 

・値幅上限 なし 

・値幅最大下限 基準値の－30％相当値  

B. サーキットブレーカー 

（第一次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の－10％相当

値を下回った場合は、10 分間の調整時間を

経た上で基準値の－20％相当値が有効とな



効となります。 

（第二次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の－13％相

当値を下回った場合は、更に 10 分間の調

整時間を経た上で値幅最大下限（－20％

相当値）が有効となります。  

 

■ 電子取引のみ時間帯 

日本時間午前 7 時 00 分～22 時 30 分（夏時間）、

又は、日本時間午前 8 時 00 分～23 時 30 分（冬

時間） 

A. 値幅制限 

（省略） 

B. サーキットブレーカー 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 CBOT E-mini DOW(5$) 先物取引については、「通常取引時間」についてサー

キットブレーカー制度がありますが、美らネット24海外証券先物取引では、

基準値の－30％相当値に値幅下限を設定しています。「第一次価格制限」及

び「第二次価格制限」に引っ掛かる注文については、市場に発注された上

で注文失効になる場合があります。 

 

ります。 

（第二次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の－20％相当

値を下回った場合は、更に10 分間の調整時

間を経た上で値幅最大下限（－30％相当

値）が有効となります。  

 

■ 電子取引のみ時間帯 

日本時間午前 7 時 00 分～22 時 30 分（夏時間）、

又は、日本時間午前 8 時 00 分～23 時 30 分（冬時

間） 

A. 値幅制限 

（省略） 

B. サーキットブレーカー 

（省略） 

 CBOT E-mini DOW(5$)先物取引の通常取引時間における第一次価格制限（－

10％）、第二次価格制限（－20％）及び値幅最大下限（－30％）、並びに電子

取引のみ時間帯における値幅制限（±5％）に相当する値幅の数値は、3ヵ月

毎（1 月初、4 月初、7 月初、10 月初）に、原証券価格指数の直前 1 ヶ月間

の終値平均値を基に計算した上で、取引所より通達されます。 

 

 CBOT E-mini DOW(5$) 先物取引については、「通常取引時間」についてサー

キットブレーカー制度がありますが、美らネット 24 海外証券先物取引では、

基準値の－30％相当値に値幅下限を設定しています。「第一次価格制限」及

び「第二次価格制限」に引っ掛かる注文については、市場に発注された上で

注文失効になる場合があります。 

 



 

（ご参考） 

美らネット 24 海外証券先物取引における取扱い先物取引・まとめ 

銘柄 
ＳＧＸ Nikkei 225

先物取引（円建て）

ＣＭＥ Nikkei 225

先物取引（円建て）

CBOT E-Mini DOW(5$) 

先物取引（米ドル建て） 

取扱い限月 

※1 

 （省略）  （省略） 

1 枚当り建玉金

額 

 （省略）  （省略） 

刻み値  （省略）  （省略） 

１ﾃｨｯｸ当り 

建金額 

 （省略）  （省略） 

取引時間 

（日本時間） 

※2 

 （省略）  （省略）  （省略） 

取引所への 

注文発注時間 

※3 

 （省略）  （省略）  （省略） 

当社注文 

受付時間 

 （省略）  （省略）  （省略） 

各限月 

新規上場日時 

 （省略）  （省略）  （省略） 

取消・訂正 

不可時間 

※4 

 （省略）  （省略）  （省略） 

各限月 

取引最終日時 

 （省略）  （省略）  （省略） 

 

（ご参考） 

美らネット 24 海外証券先物取引における取扱い先物取引・まとめ 

銘柄 
ＳＧＸ Nikkei 225

先物取引（円建て）

ＣＭＥ Nikkei 225

先物取引（円建て）

CBOT E-Mini DOW(5$) 

先物取引（米ドル建て） 

取扱い限月 

※1 

 （省略）  （省略） 

1 枚当り建玉金

額 

 （省略）  （省略） 

刻み値  （省略）  （省略） 

１ﾃｨｯｸ当り 

建金額 

 （省略）  （省略） 

取引時間 

（日本時間） 

※2 

 （省略）  （省略）  （省略） 

取引所への 

注文発注時間 

※3 

 （省略）  （省略）  （省略） 

当社注文 

受付時間 

 （省略）  （省略）  （省略） 

各限月 

新規上場日時 

 （省略）  （省略）  （省略） 

取消・訂正 

不可時間 

※4 

 （省略）  （省略）  （省略） 

各限月 

取引最終日時 

 （省略）  （省略）  （省略） 



SQ 決済日時  （省略）  （省略）  （省略） 

値幅制限及び 

サーキット 

ブレーカー 

 （省略）  （省略） ■ 通常取引時間 

（日本時間 22 時 30 分～翌日午前 6 時

15 分（夏時間）、又は、23 時 30 分～翌

日午前 7 時 15 分（冬時間））  

A. 値幅制限  

 値幅上限 なし  

 値幅最大下限 

基準値の- 20％相当  

B. サーキットブレーカー 

（第一次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の

－７％を下回った場合は、10 分間

の調整時間を経た上で基準値の

－13％相当値が有効となります。

（第二次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の

－13％相当値を下回った場合は、

更に 10 分間の調整時間を経た上

で値幅最大下限（－20％相当値）

が有効となります。  

 

■ 電子取引のみ時間帯 

（日本時間午前 7 時 00 分～22 時 30

分（夏時間）、又は、日本時間午前 8 時

00 分～23 時 30 分（冬時間））  

A. 値幅制限  

SQ 決済日時  （省略）  （省略）  （省略） 

値幅制限及び 

サーキット 

ブレーカー 

 （省略）  （省略） ■ 通常取引時間 

（日本時間 22 時 30 分～翌日午前 6 時

15 分（夏時間）、又は、23 時 30 分～翌

日午前 7 時 15 分（冬時間））  

A. 値幅制限  

 値幅上限 なし  

 値幅最大下限 

基準値の-30％相当  

B. サーキットブレーカー 

（第一次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の

－10％を下回った場合は、10 分間

の調整時間を経た上で基準値の

－20％相当値が有効となります。 

（第二次価格制限） 

当限のオファー価格が基準値の

－20％相当値を下回った場合は、

更に 10 分間の調整時間を経た上

で値幅最大下限（－30％相当値）

が有効となります。  

 

■ 電子取引のみ時間帯 

（日本時間午前 7 時 00 分～22 時 30 分

（夏時間）、又は、日本時間午前 8 時 00

分～23 時 30 分（冬時間））  

A. 値幅制限  



（省略）  

B. サーキットブレーカー 

（省略）  

 （省略）  （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 

 

付則 

この改正は、平成 25 年 7 月 8日から 施行する。 

（省略） 

B. サーキットブレーカー 

（省略） 

 （省略）  （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 （省略）  （省略） 

 

 

 


